
荒川区選挙管理委員会告示第１号 

荒川区選挙執行規程（平成１２年荒川区選挙管理委員会告示第６号）の一部を次のように

改正する。 

令和８年５月２１日 

荒川区選挙管理委員会    

改正後 改正前 

（選挙人等の出頭及び証言の請求） 

第１１５条 法第２１２条第１項（選挙人等

の出頭及び証言の請求）の規定により委員

会が選挙人その他の関係人の出頭及び証言

を求める場合において、証人の呼出状及び

宣誓書の様式はそれぞれ別記第４２号様式

、同第４３号様式によるものとする。 

２ 法第２１２条第２項の規定により読み替

えて準用される民事訴訟法（平成８年法律

第１０９号）第２２０５条第２項の規定に

より、電磁的方法により書面に記載すべき

事項を提供しようとする選挙人等（以下「

提供者」という。）は、次に掲げるいずれ

かの方法により当該事項を提供できるもの

とする。 

（１） 電子データを記録した記録媒体を

委員会に郵送又は持参する。 

（２） 電子データを電子情報処理組織（

委員会の使用に係る電子計算機（入出力

装置を含む。と提供者の使用に係る電子

計算機とを電気通信回線で接続した電子

情報処理組織をいう。）を使用する方法

により、委員会に送信する。 

（呼出状及び宣誓書） 

第１１５条 法第２１２条（選挙人等の出頭

及び証言の請求）の規定により委員会が選

挙人その他の関係人の出頭及び証言を求め

る場合において、証人の呼出状及び宣誓書

の様式はそれぞれ別記第４２号様式、同第

４３号様式によるものとする。 

  

附 則 

この規程は、公布の日から施行する。 

 


